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(57)【要約】
【課題】円滑な動作を長期間にわたって保持可能な開放
操作力軽減機能付き引手装置を提供する。
【解決手段】引手３を矢印Ｃのように右方へ操作するこ
とにより上下の回動アーム４，５が連動してリベット９
，１０まわりに右方へ回動し、駆動リンク７はリベット
９まわりに左方へ回動し、該駆動リンク７の回動に伴っ
て略左右方向に延びる連結リンク８及びスライド体６が
左方へ移動し、矢印Ｄのようにスライド体６が左方へ突
出して縦枠３０を押圧する。よって、スライド体６が突
出する開口部を小さくすることができ、開口部とスライ
ド体６との間の隙間も小さくすることができるため、埃
等が基体２の内部に侵入しにくい。また、回動アーム４
のリベット９とスライド支軸３ａとの間の上下方向距離
Ａよりもリベット９とリベット１１との上下方向距離Ｂ
を小さく設定しているため梃子の原理により開放操作力
を軽減することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引き形式のサッシ窓又は引戸における障子の戸先框の室内側面又は室外側面に取り付け
られ、その室内側面又は室外側面の上下に障子開閉方向に長い長孔が形成された、その内
部に空間を有する上下方向に長い基体と、
　前記長孔に挿入される上下一対のスライド支軸が一体又は別体に設けられた、前記基体
の室内側又は室外側に位置する上下方向に長い引手と、
　前記基体の空間内に位置し、一端部に形成された長手方向に長い長孔に前記スライド支
軸が挿通され、他端部が前記基体に対して室内外方向支軸により回動可能に支持されると
ともに、前記他端部の前記室内外方向支軸まわりの外周面に形成された歯車部同士が噛合
する上下一対の回動アームと、
　前記基体の前記サッシ窓又は引戸の縦枠に対向する面に形成された開口部から出没する
ように、前記基体に対して障子開閉方向にスライド可能に支持されたスライド体と、
　前記基体の空間内に位置し、前記一対の回動アームの一方の室外側面若しくは室内側面
に固定され又は前記一対の回動アームの一方と一体にその室外側若しくは室内側に形成さ
れた、他方の回動アームの室外側若しくは室内側へ延びる駆動リンクと、
　前記基体の空間内に位置し、一端部が前記駆動リンクの遊端部に室内外方向連結軸まわ
りに回動可能に連結され、他端部が前記スライド体に室内外方向連結軸まわりに回動可能
に連結された、略障子開閉方向に延びる連結リンクとを備え、
　前記駆動リンクが設けられた回動アームの前記室内外方向支軸と該回動アーム側の前記
スライド支軸との間の上下方向距離よりも、前記駆動リンクが設けられた回動アームにお
ける前記室内外方向支軸と前記駆動リンク遊端部の室内外方向連結軸との上下方向距離を
小さく設定してなることを特徴とする開放操作力軽減機能付き引手装置。
【請求項２】
　前記スライド体を前記基体の開口部内へ没入させる方向へ前記回動アームを付勢する弾
性付勢手段を備えてなる請求項１記載の開放操作力軽減機能付き引手装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引き形式のサッシ窓又は引戸において、その障子を閉じた状態から開く際の
開放操作力を軽減する機能を備えた引手装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、引違い、片引き又は両引き（引分け）の引き形式のサッシ窓又は引戸において、
気密性が向上しているとともに、複層ガラス入り障子等の普及により障子自体の重量が増
大しているため、引き形式のサッシ窓又は引戸の障子を閉じた状態から開く際に必要な開
放操作力が大きくなっており、ユニバーサルデザインの観点から前記開放操作力を軽減す
る必要がある。
　前記開放操作力を軽減する機能を備えた引手装置として、サッシ窓の障子の戸先框に取
り付けられた固定部と、この固定部に対して前記障子の開閉方向にスライド自在に取り付
けられた操作部と、前記固定部に軸支されるとともに、一端が前記操作部に回動自在に連
結され、当該操作部のスライドに伴って回動する上下一対の回動部と、前記固定部および
操作部の各々に両端が回動自在に連結されるとともに、前記一対の回動部の各々に中間位
置が回動自在に連結された上下一対のリンク部とを備え、前記障子を閉じた状態から開く
際に、前記固定部に対して前記操作部を前記戸先框が当接した縦枠から離れる方向にスラ
イドさせることにより、前記操作部の前記固定部に対するスライド移動に連動して前記一
対の回動部が回動し、該回動部の他端が前記縦枠に向かって突出して上下に離間した２箇
所で前記障子を前記縦枠から離れる方向に付勢するようにしたものがある（例えば、特許
文献１参照。）。



(3) JP 2010-47904 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

【０００３】
【特許文献１】特許第３９２７９３８号公報（図１、図３－５、図７－９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の開放操作力軽減機能付き引手装置は、室内外方向支軸により支持された上
下一対の回動部が回動することにより、これら回動部の他端が固定部から突出して縦枠を
蹴るように構成されていことから、回動部の他端から室内外方向軸近くまでの部分が固定
部から突出できるように、固定部に、又は、固定部と操作部との間に、比較的大きな上下
方向に長い開口部を形成する必要がある。
　よって、例えば障子を開けて操作部が固定部に対してスライド移動していない状態であ
っても、比較的大きな上下方向に長い開口部があることから、この開口部から埃や砂粒等
が内部に侵入しやすいため、円滑な動作を長期間にわたって保持することが困難である。
　また、回動部の回動によりその他端が回動しながら固定部から突出して縦枠を蹴る構成
であるため、回動部の他端と縦枠表面とが擦れて傷が付きやすいとともに、例えば障子を
開いた状態における悪戯又は誤操作により固定部に対して操作部がスライド操作された際
に、突出した回動部と固定部との間に指等が挟み込まれる可能性もある。
【０００５】
　そこで本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、円滑な動作を長期間に
わたって保持することができ、縦枠表面に傷が付きにくく、指等が挟み込まれる可能性が
ない、開放操作力軽減機能付き引手装置を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る開放操作力軽減機能付き引手装置は、前記課題解決のために、引き形式の
サッシ窓又は引戸における障子の戸先框の室内側面又は室外側面に取り付けられ、その室
内側面又は室外側面の上下に障子開閉方向に長い長孔が形成された、その内部に空間を有
する上下方向に長い基体と、前記長孔に挿入される上下一対のスライド支軸が一体又は別
体に設けられた、前記基体の室内側又は室外側に位置する上下方向に長い引手と、前記基
体の空間内に位置し、一端部に形成された長手方向に長い長孔に前記スライド支軸が挿通
され、他端部が前記基体に対して室内外方向支軸により回動可能に支持されるとともに、
前記他端部の前記室内外方向支軸まわりの外周面に形成された歯車部同士が噛合する上下
一対の回動アームと、前記基体の前記サッシ窓又は引戸の縦枠に対向する面に形成された
開口部から出没するように、前記基体に対して障子開閉方向にスライド可能に支持された
スライド体と、前記基体の空間内に位置し、前記一対の回動アームの一方の室外側面若し
くは室内側面に固定され又は前記一対の回動アームの一方と一体にその室外側若しくは室
内側に形成された、他方の回動アームの室外側若しくは室内側へ延びる駆動リンクと、前
記基体の空間内に位置し、一端部が前記駆動リンクの遊端部に室内外方向連結軸まわりに
回動可能に連結され、他端部が前記スライド体に室内外方向連結軸まわりに回動可能に連
結された、略障子開閉方向に延びる連結リンクとを備え、前記駆動リンクが設けられた回
動アームの前記室内外方向支軸と該回動アーム側の前記スライド支軸との間の上下方向距
離よりも、前記駆動リンクが設けられた回動アームにおける前記室内外方向支軸と前記駆
動リンク遊端部の室内外方向連結軸との上下方向距離を小さく設定してなるものである。
【０００７】
　ここで、前記スライド体を前記基体の開口部内へ没入させる方向へ前記回動アームを付
勢する弾性付勢手段を備えてなると好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る開放操作力軽減機能付き引手装置によれば、引き形式のサッシ窓又は引戸
における障子の戸先框の室内側面又は室外側面に取り付けられ、その室内側面又は室外側
面の上下に障子開閉方向に長い長孔が形成された、その内部に空間を有する上下方向に長
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い基体と、前記長孔に挿入される上下一対のスライド支軸が一体又は別体に設けられた、
前記基体の室内側又は室外側に位置する上下方向に長い引手と、前記基体の空間内に位置
し、一端部に形成された長手方向に長い長孔に前記スライド支軸が挿通され、他端部が前
記基体に対して室内外方向支軸により回動可能に支持されるとともに、前記他端部の前記
室内外方向支軸まわりの外周面に形成された歯車部同士が噛合する上下一対の回動アーム
と、前記基体の前記サッシ窓又は引戸の縦枠に対向する面に形成された開口部から出没す
るように、前記基体に対して障子開閉方向にスライド可能に支持されたスライド体と、前
記基体の空間内に位置し、前記一対の回動アームの一方の室外側面若しくは室内側面に固
定され又は前記一対の回動アームの一方と一体にその室外側若しくは室内側に形成された
、他方の回動アームの室外側若しくは室内側へ延びる駆動リンクと、前記基体の空間内に
位置し、一端部が前記駆動リンクの遊端部に室内外方向連結軸まわりに回動可能に連結さ
れ、他端部が前記スライド体に室内外方向連結軸まわりに回動可能に連結された、略障子
開閉方向に延びる連結リンクとを備え、前記駆動リンクが設けられた回動アームの前記室
内外方向支軸と該回動アーム側の前記スライド支軸との間の上下方向距離よりも、前記駆
動リンクが設けられた回動アームにおける前記室内外方向支軸と前記駆動リンク遊端部の
室内外方向連結軸との上下方向距離を小さく設定してなるので、上下一対の回動アームは
、これらの歯車部同士が噛合していることから、同期して室内外方向支軸まわりに回動す
るため、基体の障子開閉方向に長い上下の長孔及び上下一対の回動アームの一端部（上下
端部）に形成された長孔内に上下のスライド支軸が挿通された引手は、基体に対して障子
開閉方向へ安定かつ確実にスライド移動することができる。
【０００９】
　その上、障子を閉じた状態から引手を操作して開く際に、基体に対して引手が障子開方
向へスライド移動して回動アームが回動すると、この回動アームの回動に連動して、スラ
イド体が基体の開口部から突出して縦枠を押すとともに、駆動リンクが設けられた回動ア
ームの室内外方向支軸と該回動アーム側のスライド支軸との間の上下方向距離よりも、駆
動リンクが設けられた回動アームにおける室内外方向支軸と駆動リンク遊端部の室内外方
向連結軸との上下方向距離を小さく設定していることから、引手を操作する力が梃子の原
理によりスライド体の位置で増幅されるため、引手を操作する開放操作力を軽減すること
ができる。
　その上さらに、スライド体が、障子開閉方向に、基体のサッシ窓又は引戸の縦枠に対向
する面に対して垂直に直線的にスライド移動するため、基体に形成する開口部を非常に小
さくすることができるとともに、開口部とスライド体との間の隙間も小さくすることがで
きる。
　よって、回動アーム等を内蔵する基体の開口部から埃や砂粒等が基体の内部に侵入しに
くいため、開放操作力軽減機能付き引手装置の円滑な動作を長期間にわたって保持するこ
とができる。
　その上、スライド体が回動せずに直線的に突出して縦枠を押す構成であるため、縦枠表
面に傷が付きにくいとともに、例えば障子を開いた状態における悪戯又は誤操作により基
体に対して引手がスライド操作されたとしても、基体からスライド体が直線的に突出する
のみであるため、突出したスライド体と基体との間に指等が挟み込まれる可能性がない。
　その上さらに、開口部が非常に小さく、開口部を形成する内壁面とスライド体との間の
隙間も小さいため、すっきりとした外観の印象を与えることができる。
【００１０】
　また、前記スライド体を前記基体の開口内へ没入させる方向へ前記回動アームを付勢す
る弾性付勢手段を備えてなると、前記効果に加え、障子を開いて引手から手を離すことに
より、スライド体が開口部内へ収容され、基体の室内側又は室外側に位置する引手が基体
を覆う初期位置に復帰し、この状態では、基体の室内側面又は室外側面の上下の長孔が引
手により覆われているため、埃や砂粒等の基体内部への侵入を抑制することができるとと
もに、よりすっきりとした外観の印象を与えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　次に本発明の実施の形態を添付図面に基づき詳細に説明するが、本発明は、添付図面に
示された形態に限定されず特許請求の範囲に記載の要件を満たす実施形態の全てを含むも
のである。なお、本明細書においては、図１に示す室内側から見た図を正面図とし、室内
側から室外側へ向かう方向の前側を前、後側を後とし、左右は前方に向かっていうものと
する。
　ここで、本発明に係る開放操作力軽減機能付き引手装置が使用される引き形式のサッシ
窓又は引戸の開閉形式として、引違い、片引き又は両引き（引分け）があるが、以下にお
いては、代表例として引き違いサッシについて説明する。
【００１２】
　図１は本発明の実施の形態に係る開放操作力軽減機能付き引手装置１が用いられた引き
違いサッシ２０を示す正面図、図２は引手装置１の斜視図、図３は同じく回動アーム４，
５及びスライド体６等の動作説明用概略断面図であり、図２（ａ）及び図３（ａ）は引手
３を操作していない状態を、図２（ｂ）及び図３（ｂ）は引手３を操作して障子２３が開
いた状態を示している。
　また、図４は引手装置１の縦断面図、図５は引手装置１の分解斜視図である。
【００１３】
　図１に示すように、引き違いサッシ２０は、枠体２１内に配置された、例えば複層ガラ
ス２４，２５入りの引き違い可能な室内側障子２２及び室外側障子２３を左右方向（障子
開閉方向）にスライドさせて開口部を開閉するものであり、図１において召合せ框部２６
に取り付けられる施錠装置の図示は省略している。
　また、室内側障子２２及び室外側障子２３の戸先框２７，２８には、開放操作力軽減機
能付き引手装置１，１が取り付けられていることから、解錠状態で引手３を障子２２又は
２３を開く方向へ操作することにより、後述するようにスライド体６（例えば図２及び図
３参照。）が縦枠２９又は３０に向かって突出して縦枠２９又は３０を押圧する。
　すなわち、例えば図２（ａ）及び図３（ａ）に示す障子２３が閉じた状態から、解錠状
態で、引手３を図２（ｂ）及び図３（ｂ）の矢印Ｃのように右方（障子２３を開く方向）
へ操作することにより、図２（ｂ）及び図３（ｂ）の矢印Ｄのように、スライド体６が縦
枠３０に向かって左方へ突出して縦枠３０を押すため、後述するように引手３を操作する
開放操作力が軽減される。
【００１４】
　次に開放操作力軽減機能付き引手装置１の構成及び動作について説明する。
　なお、障子２２，２３の戸先框２７，２８に取り付けられる引手装置１，１は同様の構
成であるため、以下において、室外側障子２３の戸先框２８に取り付けられる引手装置１
を代表させて、その構成及び動作について説明する。
　図４及び図５に示すように、引手装置１は、後述する上下の回動アーム４，５、スライ
ド体６、駆動リンク７及び連結リンク８等の部品を組み付けて、これらを後側（室内側）
に位置する本体２Ａと前側（室外側）に位置する蓋体２Ｂとからなる基体２の空間Ｓに内
蔵した状態で、上下の取付ねじ３３，３３を本体２Ａの上下の通孔２ｄ，２ｅ及び蓋体２
Ｂの上下の通孔２ｆ，２ｇに挿通して戸先框２８後面に形成された螺孔２８ａ，２８ａに
螺合することにより、戸先框２８の後面（室内側面）に添って取り付けられ、上下の取付
ねじ３３，３３は上下の端カバー３１，３２によって覆われる。
【００１５】
　このように戸先框２８に取り付けられる引手装置１は、その後面２Ｃの上下に左右方向
に長い長孔２ａ，２ｂが形成された上下方向に長い基体２と、長孔２ａ，２ｂに挿入され
る、前方（室外方向）に突出する上下一対のスライド支軸３ａ，３ｂが一体に設けられた
、基体２の後側に位置する上下方向に長い引手３と、基体２の空間Ｓ内に位置し、一端部
に形成された長手方向に長い長孔４ａ，４ｂにスライド支軸３ａ，３ｂが挿通され、他端
部が基体２に対して前後方向支軸（室内外方向支軸）であるリベット９，１０により回動
可能に支持されるとともに、他端部のリベット９，１０まわりの外周面に形成された歯車
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部４Ａ，５Ａ同士が噛合する上下一対の回動アーム４，５と、基体２の縦枠３０に対向す
る面２Ｄに形成された開口部２ｃから出没するように、基体２に対して左右方向にスライ
ド可能に支持されたスライド体６と、基体２の空間Ｓ内に位置し、上側の回動アーム４の
前面（室外側面）に固定された、下側の回動アーム５の前側へ延びる駆動リンク７と、基
体２の空間Ｓ内に位置し、一端部が駆動リンク７の遊端部に前後方向連結軸（室内外方向
連結軸）であるリベット１１まわりに回動可能に連結され、他端部がスライド体６に前後
方向連結軸であるリベット１２まわりに回動可能に連結された、略左右方向に延びる連結
リンク８とを備えている。
【００１６】
　すなわち、リベット１３を上側の回動アーム４のリベット孔１３ａ及び駆動リンク７の
リベット孔１３ｂに挿入して軸端をかしめ、リベット９を本体２Ａの上下方向中間部上側
のリベット孔９ａ、回動アーム４のリベット孔９ｂ及び駆動リンク７のリベット孔９ｃに
挿入して軸端をかしめることにより、回動アーム４と駆動リンク７とが一体化されるとと
もに、これら回動アーム４及び駆動リンク７は本体２Ａによりリベット９まわりに回動可
能に支持される。
　また、リベット１０を本体２Ａの上下方向中間部下側のリベット孔１０ａ、上側の回動
アーム４下端の歯車部４Ａに上端部の歯車部５Ａを噛合させた状態の下側の回動アーム５
のリベット孔１０ｂ及びワッシャ１６のリベット孔１０ｃに挿入して軸端をかしめること
により、回動アーム５は本体２Ａによりリベット１０まわりに回動可能に支持される。
【００１７】
　さらに、引手３上下のスライド支軸３ａ，３ｂを本体２Ａ上下の長孔２ａ，２ｂ及び上
下の回動アーム４，５の上下端部の長孔４ａ，５ａに挿入した後、上下の取付ねじ１４，
１４をそれぞれワッシャ１５の通孔１５ａに挿入して、上下のスライド支軸３ａ，３ｂの
螺孔３ｃ，３ｃに螺合することにより、引手３と上下の回動アーム４，５とが連結される
。
　以上のように、上下一対の回動アーム４，５は、これらの歯車部４Ａ，５Ａ同士が噛合
していることから、同期してリベット９，１０まわりに回動するため、本体２Ａの左右方
向に長い上下の長孔２ａ，２ｂ及び回動アーム４，５上下端部の長孔４ａ，５ａ内に上下
のスライド支軸３ａ，３ｂが挿通された引手３は、本体２Ａ（基体２）に対して左右方向
へ安定かつ確実にスライド移動することができる。
【００１８】
　また、リベット１１を連結リンク８の一端部の通孔１１ａ及び駆動リンク７の遊端部の
通孔１１ｂに挿入して軸端をかしめることにより、連結リンク８が駆動リンク７とリベッ
ト１１まわりに回動可能に連結される。
　さらに、リベット１２をスライド体６のリベット孔１２ａ及びスライド体６前側の凹部
６Ａ内に位置する連結リンク８のリベット孔１２ｂに挿入して軸端をかしめることにより
、連結リンク８はスライド体６とリベット１２まわりに回動可能に連結される。
【００１９】
　ここで、蓋体２Ｂの後面には、上下の段部により上下のガイド面２Ｅ，２Ｆが形成され
ており、組立完了状態で、スライド体６の上下面の前側部分が上下のガイド面２Ｅ，２Ｆ
間に位置するため、スライド体６は前述のとおり基体２に対して左右方向にスライド可能
に支持されており、スライド体６は、基体２の縦枠３０（図１及び図３参照。）に対向す
る面２Ｄに形成された開口部２ｃから出没する。
　すなわち、図２（ａ）及び図３（ａ）に示す障子２３が閉じた状態から、解錠状態で、
引手３の例えば指掛け凹部３Ａを図２（ｂ）及び図３（ｂ）の矢印Ｃのように右方（障子
２３を開く方向）へ操作することにより、上下の回動アーム４，５が連動してリベット９
，１０まわりに右方へ回動し、したがって駆動リンク７はリベット９まわりに左方へ回動
し、該駆動リンク７の回動に伴って、略左右方向に延びる連結リンク８及びスライド体６
が左方へ移動するため、図２（ｂ）及び図３（ｂ）の矢印Ｄのように、スライド体６は縦
枠３０に向かって左方へ突出して縦枠３０を押圧する。
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【００２０】
　図３（ａ）に示すように、駆動リンク７が設けられた回動アーム４のリベット（室内外
方向支軸）９と該回動アーム４側のスライド支軸３ａとの間の上下方向距離Ａよりも、駆
動リンク７が設けられた回動アーム４におけるリベット９と駆動リンク７遊端部のリベッ
ト（室内外方向連結軸）１１との上下方向距離Ｂを小さく設定していることから、引手３
を操作する力が梃子の原理によりスライド体６の位置で増幅されるため、引手３を操作す
る開放操作力を軽減することができる。
　また、スライド体６が、左右方向に、基体２の縦枠３０に対向する面２Ｄに対して垂直
に直線的にスライド移動するため、基体２に形成する開口部２ｃを非常に小さくすること
ができるとともに、開口部２ｃとスライド体６との間の隙間も小さくすることができる。
　よって、回動アーム４，５等を内蔵する基体２の開口部２ｃから埃や砂粒等が基体２の
内部に侵入しにくいため、開放操作力軽減機能付き引手装置１の円滑な動作を長期間にわ
たって保持することができる。
【００２１】
　さらに、スライド体６が回動せずに直線的に突出して縦枠３０を押す構成であるため、
縦枠３０表面に傷が付きにくいとともに、例えば障子２３を開いた状態における悪戯又は
誤操作により基体２に対して引手３がスライド操作されたとしても、基体２からスライド
体３が直線的に突出するのみであるため、突出したスライド体６と基体２との間に指等が
挟み込まれる可能性がない。
　さらにまた、開口部２ｃが非常に小さく、開口部２ｃを形成する内壁面とスライド体６
との間の隙間も小さいため、すっきりとした外観の印象を与えることができる。
【００２２】
　ここで、図３～図５に示すように、本体２Ａの上部に形成したばね掛け１８Ａ及び上側
の回動アーム４に形成したばね掛け１９Ａには引張コイルばね１７Ａの両端末が掛止され
、本体２Ａの下部に形成したばね掛け１８Ｂ及び下側の回動アーム５に形成したばね掛け
１９Ｂには引張コイルばね１７Ｂの両端末が掛止され、これらの引張コイルばね１７Ａ，
１７Ｂが、スライド体６を基体２の開口２ｃ内へ没入させる方向へ回動アーム４，５を付
勢する弾性付勢手段を構成する。
　したがって、障子２３を開いて引手３から手を離すことにより、スライド体６が開口部
２ｃ内へ収容され、基体２の室内側に位置する引手３が基体２を覆う初期位置に復帰し、
この状態では、基体２の室内側面２Ｃの上下の長孔２ａ，２ｂが引手３により覆われてい
るため、埃や砂粒等の基体２内部への侵入を抑制することができるとともに、よりすっき
りとした外観の印象を与えることができる。
　なお、弾性付勢手段である引張コイルばね１７Ａ，１７Ｂは、引手３を操作する開放操
作力を大きくする方向に作用するが、弾性付勢手段に必要な機能が軽量の引手３及び回動
アーム４，５等を初期位置に戻すことであることから、これらのばね定数を小さくして弱
いばねとすることができるため、引張コイルばね１７Ａ，１７Ｂの弾性変形に基づく復元
力（弾性付勢力）が前記開放操作力に及ぼす影響を小さくすることができる。
【００２３】
　以上において、基体２上下の長孔２ａ，２ｂに沿って左右方向にスライドする引手３の
スライド支軸３ａ，３ｂが、引手３と一体に形成される場合について説明したが、スライ
ド支軸３ａ，３ｂを引手３と別体に形成して引手３に取り付けてもよい。
　また、回動アーム４の前面（室外側面）に駆動リンク７を固定する場合について説明し
たが、駆動リンク７を回動アーム４と一体に形成してもよい。
　さらに、駆動リンク７が回動アーム５の前側（室外側）へ延びる場合について説明した
が、駆動リンク７を回動アーム５の後側（室内側）へ延びるように構成してもよく、この
ように構成した場合は、連結リンク８も回動アーム５の後側に位置させればよい。
　さらにまた、駆動リンク７が上側の回動アーム４と一体化したものである場合について
説明したが、駆動リンク７を下側の回動アーム５と一体化させてもよい。
　また、開放操作力軽減機能付き引手装置１を引戸に用いる場合においては、引手装置１
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の引戸障子を室内側の引手又は室外側の引手を操作して開く際における、引手を操作する
開放操作力を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態に係る開放操作力軽減機能付き引手装置が用いられた引き違
いサッシを示す正面図である。
【図２】引手装置の斜視図であり、（ａ）は引手を操作していない状態を、（ｂ）は引手
を操作して障子が開いた状態を示している。
【図３】回動アーム及びスライド体等の動作説明用概略断面図であり、（ａ）は引手を操
作していない状態を、（ｂ）は引手を操作して障子が開いた状態を示している。
【図４】引手装置の縦断面図である。
【図５】引手装置の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００２５】
Ａ，Ｂ　上下方向距離
Ｓ　空間
１　開放操作力軽減機能付き引手装置
２　基体
２Ｃ　後面（室内側面）
２Ｄ　縦枠に対向する面
２Ｅ，２Ｆ　ガイド面
２ａ，２ｂ　長孔
２ｃ　開口部
３　引手
３ａ，３ｂ　スライド支軸
４，５　回動アーム
４Ａ，５Ａ　歯車部
４ａ，５ａ　長孔
６　スライド体
７　駆動リンク
８　連結リンク
９，１０　リベット（室内外方向支軸）
１１，１２　リベット（室内外方向連結軸）
１３　リベット
１４　取付ねじ
１５　ワッシャ
１７Ａ，１７Ｂ　引張コイルばね（弾性付勢手段）
１８Ａ，１８Ｂ，１９Ａ，１９Ｂ　ばね掛け
２０　引き違いサッシ
２２　室内側障子
２３　室外側障子
２７，２８　戸先框
２９，３０　縦枠
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